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                                     令和６年３月２８日 

独立行政法人国立病院機構 
関東信越グループ担当理事部門 

 
 

職 員 の 懲 戒 処 分 に つ い て 
 
 
 独立行政法人国立病院機構横浜医療センターにおいて、以下の非違行為があり、

当該行為者に対し、独立行政法人国立病院機構職員就業規則第９２条第７号の規定

に基づく懲戒処分を行いました。 
 
 
  事   項 内         容 
 
 
  事案の概要 
 
 
 
 
 
 

 

 

業務上の適正な範囲を超えた言動により、部下職員に対し、

精神的な苦痛を与えたもの。 

  処分年月日        令和６年３月２８日 

  
 処分量定 
 
 

 
 職名 ： 教員（５０歳代） 
 量定 ： 停職１０日 
 

 


